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 登記記録に次のような記録（抜粋）がある甲土地の登記に関する次のアからオまでの記述

のうち，正しいものの組合せは，後記１から５までのうち，どれか。 
  

権 利 部（ 甲 区 ）（ 所 有 権 に 関 す る 事 項 ） 

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項 

１ 所有権移転 平成25年８月１日 

第8888号 

原因 平成25年７月１日相続 

共有者 持分３分の１ Ａ 

      ３分の１ Ｂ 

      ３分の１ Ｃ 

 

権 利 部（ 乙 区 ）（ 所 有 権 以 外 の 権 利 に 関 す る 事 項 ） 

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項 

１ 抵当権設定 平成28年４月１日 

第4444号 

原因 平成28年４月１日金銭消費貸借

同日設定 

抵当権者 Ｘ 

２ Ｃ持分抵当権設

定 

平成30年３月１日 

第3333号 

原因 平成30年３月１日金銭消費貸借

同日設定 

抵当権者 Ｙ 

  

ア 「持分放棄」を登記原因として，Ａの持分の全部のＢへの移転の登記を申請すること

ができる。 

イ 甲区２番で「持分放棄」を登記原因として，Ｂの持分の一部のＣへの移転の登記がさ

れた後に，「売買」を登記原因として，Ｂの残余の持分の全部のＤへの移転の登記を申

請することができる。 

ウ 乙区１番の抵当権について，「弁済」を登記原因としてする登記の抹消は，Ａのみが

Ｘと共同して申請することができる。 

エ Ｂ及びＣが，同一の契約により持分全部をＥに売り渡したときは，一の申請情報によ

り，Ｂ及びＣからＥへの持分の全部の移転の登記を申請することができる。 

オ Ａ及びＦの間でＡの持分の売買契約がされたが，その登記が未了の間にＢが自己の

持分を放棄したときは，「持分放棄」を登記原因として，ＢからＣ及びＦへの持分の移

転の登記を申請することができる。 

１ アイ    ２ アオ    ３ イウ    ４ ウエ    ５ エオ 

  

         共有名義の不動産の登記 第１問 



択一式不動産登記法の長文問題・登記簿問題を乗り越える！ 

無断複写・転載を禁じます 4  

第１問 共有名義の不動産の登記 

正解 ３ 

 

（2020総合力2－22） 

ア 誤り 

Ａ，ＢおよびＣの共有名義の甲土地について，Ａが自己の持分を放棄したときは，その持分は他の共

有者であるＢおよびＣに帰属するので（民§255），持分放棄を登記原因として，Ａの持分の全部のＢＣ

への移転の登記を申請することになる（最判昭44.3.27）。Ｂのみに対して，持分放棄を登記原因とする

Ａ持分の全部の移転の登記を申請することはできない（質疑登研470Ｐ97）。 

イ 正しい 

Ａ，ＢおよびＣの共有名義の甲土地について，Ｂが自己の持分を放棄したときは，その持分は他の共

有者であるＡおよびＣにそれぞれの持分の割合に応じて帰属するため（民§255），ＢからＡおよびＣに

対して，持分放棄を登記原因とする持分の移転の登記を申請する。この持分の移転の登記は，Ａまたは

Ｃが，それぞれＢと共同して各別に申請することができる（先例昭37.9.29－2751）。そして，ＢからＣ

への持分放棄による持分の一部の移転の登記がされた後に，共有の登記名義人ではないＤに対して，Ｂ

の残余の持分につき売買を登記原因とする移転の登記を申請することができる（先例昭44.5.29－1134）。

持分放棄によりＢの持分を取得したＡと，売買によりＢの持分を取得したＤは，対抗関係に立つからで

ある（民§177）。 

ウ 正しい 

数人の共有名義の不動産を目的として設定の登記がされている抵当権が弁済により消滅したことから，

弁済を登記原因としてする当該抵当権の登記の抹消は，共有者の１人が共有物の保存行為（民§252ただ

し書）として，抵当権者とともに申請することができる（質疑登研244Ｐ69）。そのため，ＡＢＣの共有

名義の甲土地に設定の登記がされているＸの抵当権について，「弁済」を登記原因とする登記の抹消は，

Ａのみが抵当権者Ｘと共同して申請することができる。 

エ 誤り 

Ａ，ＢおよびＣの共有名義の甲土地のＢおよびＣの持分を第三者Ｅに売買したときは，各共有者の持

分の移転の登記は，原則として一の申請情報により申請することができる（先例昭35.5.18－1186）。た

だし，Ｃの持分のみにＹのための抵当権の設定の登記がされている場合には，ＢとＣの持分の移転の登

記は一の申請情報により申請することはできず，各別の申請情報により申請することを要する（先例昭

37.1.23－112）。この場合に一の申請情報により持分の全部の移転の登記を申請することを認めてしまう

と，その後にＥがさらに第三者に対して持分の一部の移転の登記をしたときに，Ｙの抵当権はＥの持分

を目的としているのか，当該第三者の持分を目的としているのかが登記記録上わからなくなってしまう

からである。 

オ 誤り 

Ａ，ＢおよびＣの共有名義の甲土地について，Ａが自己の持分をＦに売り渡したが，その登記が未了

である場合にＢが自己の持分を放棄したときでも，持分放棄を登記原因とするＢからＣおよびＦへの持

分全部の移転の登記を申請することはできない（先例昭60.12.2－5441）。実体上はＢＣＦが共有してい

る甲土地であっても，ＡＢＣの共有名義で登記がされている以上，登記の形式上からその持分放棄によ

って第三者ＦがＢの持分の一部を取得することは，公示上適当ではないからである。 

  

正答率 69.0 ％ （ １： 11 ％ ２： 1.9 ％ ３： 69.0 ％ ４： 13.6 ％ ５： 4.5 ％ ）
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 次のような登記事項の記録（抜粋。乙区事項欄は設けられていない。）がある甲土地に関

する次のアからオまでの記述のうち，誤っているものの組合せは，後記１から５までのうち，

どれか。 
 

権 利 部（ 甲 区 ）（ 所 有 権 に 関 す る 事 項 ） 

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項 

１ 所有権移転 平成25年１月20日 

第1100号 

原因 平成25年１月20日売買 

所有者 Ａ 

２ 所有権移転請求

権仮登記 

令和１年10月１日 

第11000号 

原因 令和１年10月１日売買予約 

権利者 Ｂ 

 余白 余白 余白 

付記１号 ２番所有権移転

請求権の移転請

求権仮登記 

令和２年５月１日 

第5550号 

原因 令和２年５月１日売買予約 

権利者 Ｃ 

 余白 余白 余白 

 

ア 甲区２番付記１号の所有権の移転請求権の移転請求権の仮登記を，ＣとＢが共同し

て，申請書を提出する方法により申請したときは，Ｂの印鑑に関する証明書を提供する

ことを要した。 

イ 甲区２番付記１号の仮登記の抹消は，甲区２番付記１号の登記識別情報を提供して，

Ｃが単独で申請することができる。 

ウ Ｂを登記権利者，Ａを登記義務者として，甲区２番の仮登記に基づく本登記を申請す

るときは，Ｃの承諾を証する情報又はＣに対抗することができる裁判があったことを

証する情報を提供することを要する。 

エ 甲土地について甲区３番でＤのための仮差押えの登記がされた後に，Ｃを登記権利

者，Ｂを登記義務者として，甲区２番付記１号の仮登記に基づく本登記を申請するとき

は，Ｄの承諾を証する情報又はＤに対抗することができる裁判があったことを証する

情報を提供することを要する。 

オ 甲区２番付記１号の仮登記に基づく本登記を，ＢとＣが共同して申請するときでも，

Ｂの甲区２番の登記識別情報を提供することを要しない。 

１ アウ    ２ アオ    ３ イウ    ４ イエ    ５ エオ 

 

  

              仮登記 第２問 
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第２問 仮登記   

正解 ５ 

 

（2020直前公開模試20） 

ア 正しい 

所有権に関する仮登記の登記名義人が登記義務者として登記を申請するときは，当該仮登記の登記名

義人の印鑑に関する証明書を提供することを要する（不登規則§47③イ⑴）。そのため，売買予約を登記

原因とする所有権の移転請求権の移転請求権の仮登記を，登記権利者Ｃと，登記義務者である仮登記の

登記名義人Ｂが共同して申請するときは，Ｂの印鑑に関する証明書を提供することを要する。 

イ 正しい 

仮登記の抹消は，仮登記の登記名義人が当該仮登記についての登記識別情報を提供して，単独で申請

することができる（不登§110前段，不登令§８Ⅰ⑨）。そのため，甲区２番付記１号の所有権の移転請

求権の移転請求権の仮登記の抹消は，甲区２番付記１号の仮登記を受けた際の登記識別情報を提供して，

仮登記の登記名義人Ｃが単独で申請することができる。 

ウ 正しい 

Ｂのための所有権の移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請する場合に，当該所有権の移転請求権

の仮登記に付記してＣの所有権の移転請求権の移転請求権の仮登記がされているときは，Ｃは登記上の

利害関係を有する第三者に該当する（先例昭44.10.2－1956参照）。Ｂの所有権の移転請求権の仮登記に

基づく本登記がされると，Ｃはその所有権の移転請求権を取得することができなくなるからである。そ

のため，甲区２番のＢの仮登記に基づく本登記を申請するときは，Ｃの承諾を証する情報またはＣに対

抗することができる裁判があったことを証する情報を提供することを要する（不登令別表69添付情報欄

イ）。 

エ 誤り 

甲区２番でＢのための所有権の移転請求権の仮登記がされ，次いで甲区２番付記１号でＣへの所有権

の移転請求権の移転請求権の仮登記がされている場合に，甲区２番付記１号の仮登記に基づく本登記は，

Ｃを登記権利者，Ｂを登記義務者として共同して申請する。この場合に，甲区３番でＤのための仮差押

えの登記がされているときでも，Ｄは当該仮登記に基づく本登記における登記上の利害関係を有する第

三者には該当しない。Ｃの仮登記に基づく本登記がされても，甲区２番で仮登記がされている所有権の

移転請求権が確定的にＣに移転するにとどまり，所有権そのものについての仮登記に基づく本登記を申

請するものではないからである。 

オ 誤り 

甲区２番でＢのための所有権の移転請求権の仮登記がされ，次いで甲区２番付記１号でＣへの所有権

の移転請求権の移転請求権の仮登記がされている場合に，甲区２番付記１号の仮登記に基づく本登記が

されると，当該所有権の移転請求権は確定的にＣに移転することになる。そして，この場合は本登記を

申請するものであることから，当該登記は登記権利者Ｃと登記義務者である当該仮登記の登記名義人Ｂ

が共同して申請することを要し，Ｂが甲区２番で仮登記を受けた際の登記識別情報を提供することを要

する。 

 

  

正答率 54.2 ％ （ １： 9.0 ％ ２： 23.5 ％ ３： 6.5 ％ ４： 6.5 ％ ５： 54.2 ％ ）
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 登記記録に次のような記録（抜粋）がある甲土地について，抵当権の変更の登記に関する

次のアからオまでの記述のうち，正しいものの組合せは，後記１から５までのうち，どれか。 
 

権 利 部（ 甲 区 ）（ 所 有 権 に 関 す る 事 項 ） 

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項 

１ 

 

所有権移転 平成28年１月20日 

第1200号 

原因 平成28年１月20日売買 

所有者 Ａ 

２ 所有権一部移転 平成29年２月１日 

第2000号 

原因 平成29年２月１日売買 

共有者 持分２分の１ Ｂ 

 

権 利 部（ 乙 区 ）（ 所 有 権 以 外 の 権 利 に 関 す る 事 項 ） 

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項 

１ 

 

Ａ持分抵当権設定 平成29年４月１日 

第4000号 

原因 平成29年４月１日金銭消費貸借

同日設定 

債権額 金800万円 

利息 年３％ 

債務者 Ｃ 

抵当権者 Ｘ 

付記１号 １番抵当権転抵当 令和２年２月１日 

第2000号 

原因 令和２年２月１日金銭消費貸借

同日設定 

債権額 金500万円 

転抵当権者 Ｚ 

２ 

 

抵当権設定 令和１年５月１日 

第5001号 

原因 令和１年５月１日金銭消費貸借

予約同日設定 

債権額 金1,000万円 

債務者 Ｄ 

抵当権者 Ｙ 

 

ア 乙区２番の抵当権について，被担保債権の額を金2,000万円に増額する変更の登記を

申請することができる。 

イ 乙区１番の抵当権について，Ｃが平成30年４月１日から令和２年３月31日までの利

息の支払いを延滞していることから，民法第375条第１項ただし書の規定による利息の

特別の登記を申請する場合に，申請情報の内容として提供する登記原因は，「平成30年

４月１日から令和２年３月31日までの利息延滞」となる。 

ウ 乙区１番の抵当権について，Ｂ持分に同一の債権を担保するための抵当権の追加設

定の契約がＸとＢの間で締結されたときは，Ａ持分の抵当権の効力をＢ持分に及ぼす

変更の登記を申請することができる。 

エ 乙区１番の抵当権について，一部弁済を登記原因として債権額を金600万円とする変

更の登記を申請するときは，Ｚは登記上の利害関係を有する第三者に該当する。 

オ 乙区２番の抵当権について，外国会社が債務を引き受けたことにより免責的債務引

受を登記原因として債務者の変更の登記を申請するときは，債務者となる外国会社の

本店の所在地のほか，日本における営業所の所在地を申請情報の内容として提供しな

ければならない。 

１ アイ    ２ アエ    ３ イウ    ４ ウオ    ５ エオ  

          抵当権の変更の登記 第３問 
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第３問 抵当権の変更の登記   

正解 ２ 

 

（2020実力Check模試17） 

ア 正しい 

抵当権が設定された後に，抵当権者と債務者の間で新たな貸付行為があったことにより，当事者間に

おける債権の額が増額したときでも，抵当権の債権額を増額する変更の登記を申請することはできない

（先例明32.11.1－1904）。一方，金銭消費貸借予約を被担保債権の発生原因とし，債権額を金1,000万円

として抵当権の設定の登記がされている場合に，金銭消費貸借の予約契約を変更して貸付金を金2,000万

円に増額する契約がされたときは，抵当権の債権額を増額する変更の登記を申請することができる（先

例昭42.11.7－3142）。この場合は，債権について同一性があり，抵当権の付従性に反することにはなら

ないからである。 

イ 誤り 

抵当権者は，利息その他の定期金を請求する権利を有するときは，その満期となった最後の２年分に

ついてのみその抵当権を行使することができるが，最後の２年分より前の利息その他の定期金について

も，満期となった後に特別の登記をしたときは，その登記の時からその抵当権を行使することができる

（民§375Ⅰ，利息の特別の登記）。この利息の特別の登記は，優先弁済権の範囲を拡大するものとして，

抵当権の変更の登記をする方法による（先例昭27.4.8－396）。そして，申請情報の内容である登記原因

は，抵当権設定者と債務者が同一人の場合は，利息の延滞により当然に利息の特別の登記の登記請求権

が発生するので，「年月日から年月日までの利息延滞」と提供する（記録例400）。一方，抵当権設定者が

物上保証人であるときは，当然に登記請求権が発生するものではなく，新たな物上保証契約が必要とな

るので，登記原因として「年月日から年月日までの利息の担保契約」と提供することを要する（同記録

例(注)２）。 

ウ 誤り 

ＡおよびＢの共有名義の甲土地のＡ持分にＸの抵当権の設定の登記がされている場合に，Ｂ持分に同

一の債権を担保するための抵当権の追加設定の契約がＸとＢの間で締結されたときは，Ｂ持分に対する

抵当権の設定の登記を申請する。Ａ持分の抵当権の効力をＢ持分に及ぼす変更の登記を申請することは

できない（質疑登研304Ｐ73）。抵当権の効力を所有権全部に及ぼす変更の登記は，所有権または持分権

の一部に抵当権の設定の登記がされている場合に，残余の部分の所有者（設定者）が同一である追加設

定をするときに認められるものであるからである。 

エ 正しい 

乙区１番で債権額を金800万円とするＸの抵当権の設定の登記，乙区１番付記１号で債権額を金500万

円とするＺのための転抵当の登記がされている場合に，一部弁済を登記原因としてＸの抵当権の債権額

を金600万円とする変更の登記を申請するときは，Ｚは登記上の利害関係を有する第三者に該当する。こ

れは，Ｘの抵当権の変更後の債権額が，転抵当の債権額を上回っている場合でも同様である（質疑登研

549Ｐ184）。 

オ 誤り 

外国会社を債務者とする抵当権の変更の登記を申請するときは，当該債務者の本店の所在地のほか，

便宜，日本における営業所の所在地を申請情報の内容として提供し，登記することができる（先例昭

41.5.13－191）。日本における営業所の所在地を必ず申請情報の内容として提供しなければならないもの

ではない。 

 

  

正答率 29.7 ％ （ １： 22.5 ％ ２： 29.7 ％ ３： 8.9 ％ ４： 5.4 ％ ５： 32.7 ％ ）
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 登記記録の乙区事項欄に次のような登記（抜粋）がある不動産について，順位の変更の登

記に関する次のアからオまでの記述のうち，誤っているものの組合せは，後記１から５まで

のうち，どれか。 
 

権 利 部（ 乙 区 ）（ 所 有 権 以 外 の 権 利 に 関 す る 事 項 ） 

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項 

１ 抵当権設定 平成29年７月１日 

第7300号 

原因 平成29年７月１日金銭消費貸借同日

設定 

抵当権者 Ａ 

２ 抵当権設定 平成30年５月１日 

第5100号 

原因 平成30年５月１日金銭消費貸借同日

設定 

抵当権者 Ｂ 

３ 抵当権設定 令和１年８月１日 

第8800号 

原因 令和１年８月１日金銭消費貸借同日

設定 

抵当権者 Ｃ 

４ 抵当権設定 令和２年９月１日 

第9100号 

原因 令和２年９月１日金銭消費貸借同日

設定 

抵当権者 Ｃ 

 

ア １番抵当権，２番抵当権及び３番抵当権全てを同順位とする順位の変更の登記を，Ａ，

Ｂ及びＣから申請することができる。 

イ 「変更」を登記原因として提供して，４番抵当権を第１順位，３番抵当権を第２順位

とする順位の変更の登記をＣから申請することができる。 

ウ ２番抵当権を第１順位，１番抵当権を第２順位とする順位の変更の登記が乙区５番

でされた後に，ＡとＢの間で抵当権の順位を元の順位に戻す旨の合意がされたときは，

乙区５番でされた順位の変更の登記の抹消を申請することができる。 

エ ３番抵当権を第１順位，２番抵当権を第２順位，１番抵当権を第３順位とする順位の

変更の登記が乙区５番でされた後に，Ｂ及びＣから，２番抵当権を第１順位，３番抵当

権を第２順位とする順位の変更の登記を申請することができる。 

オ 当該不動産を目的として，債権者をＸとする差押えの登記がされた後に，３番抵当権

を第１順位，２番抵当権を第２順位，１番抵当権を第３順位とする順位の変更の登記を

申請するときは，Ｘの承諾を証する情報を提供することを要する。 

１ アウ    ２ アエ    ３ イエ    ４ イオ    ５ ウオ 

  

           順位の変更の登記 第４問 
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第４問 順位の変更の登記  

正解 ５ 

 

（2021合格力4－24） 

ア 正しい 

乙区１番でＡの，乙区２番でＢの，乙区３番でＣの抵当権の設定の登記がされている場合に，これら

すべてを同一順位の抵当権とする順位の変更の登記を申請することができる（登記研究306Ｐ33）。なお，

この場合の申請情報の内容における変更後の順位としては，「第１１番抵当権，２番抵当権，３番抵当権」

のように提供するものとされている（同登記研究）。 

イ 正しい 

同一の不動産にＣが乙区３番および乙区４番で各別の抵当権の設定の登記を受けている場合に，４番

抵当権を第１順位，３番抵当権を第２順位とする順位の変更の登記を申請することができる（登記研究

306Ｐ30）。抵当権の順位の変更の対象となるのは，抵当権の優先弁済権の順位そのものであって，順位

の変更にかかる抵当権者がそれぞれ別人である必要はないからである。この場合の登記原因は，「合意」

ではなく「変更」と提供する（同登記研究）。 

ウ 誤り 

Ｂの２番抵当権を第１順位，Ａの１番抵当権を第２順位とする順位の変更の登記がされた後，変更前

の順位に戻す（１番抵当権を第１順位，２番抵当権を第２順位とする）合意がＡとＢの間でされたとき

は，新たな順位の変更の合意がされたものとして，順位の変更の登記を申請するものとなる（先例昭

46.10.4－3230）。順位の変更の登記の抹消を申請することはできない。 

エ 正しい 

既に順位の変更の登記がされている抵当権について，さらに順位の変更の登記を申請することができ

る（記録例422）。そのため，Ｃの３番抵当権を第１順位，Ｂの２番抵当権を第２順位，Ａの１番抵当権

を第３順位とする順位の変更の登記がされた後に，ＢとＣのみの合意により，２番抵当権を第１順位，

３番抵当権を第２順位とする順位の変更の合意をし，順位の変更の登記を申請することができる。なお，

当該順位の変更がされても自己の優先弁済の順序に影響を受けないＡは，合意の当事者とはならない。 

オ 誤り 

抵当権の順位の変更をするときは，利害関係を有する者の承諾を得ることを要する（民§374Ⅰただし

書）。この利害関係を有する者には，順位の変更をすることにより優先弁済権が劣後する抵当権者から民

法376条１項の処分を受けている者等が該当する。一方，順位の変更は，担保権の優先弁済権の順位を絶

対的に変更するものであり，登記記録上の形式的な順位を変更するものではないため，甲区の差押債権

者や仮登記の登記名義人，乙区の用益権者には順位の変更の効力は及ばず，これらの者は利害関係を有

する者とはならない。そのため，抵当権の目的である不動産にＸの差押えの登記がされた後に，当該不

動産に設定の登記がされている抵当権について順位の変更の登記を申請するときでも，差押債権者Ｘは

利害関係を有する者には該当しない。 

 

  

正答率 58.4 ％ （ １： 2.0 ％ ２： 1.6 ％ ３： 7.8 ％ ４： 29.4 ％ ５： 58.4 ％ ）
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 登記記録に次のような記録（抜粋。下線のあるものは抹消事項であることを示す。）があ

る甲土地について，申請され実行された全ての登記において納付された登録免許税を合算

した額として，正しいものは，後記１から５までのうち，どれか。 

 なお，甲土地の課税価額は金1,000万円とし，租税特別措置法等の特例法による税の減免

規定の適用はないものとする。 
  

権 利 部（ 甲 区 ）（ 所 有 権 に 関 す る 事 項 ） 

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項 

２ 所有権移転 平成26年４月１日 

第4000号 

原因 平成26年４月１日贈与 

所有者 Ａ市Ａ町一丁目１番１号 

    Ａ 

付記１号 ２番登記名義人

住所変更 

平成30年３月１日 

第3000号 

原因 平成28年２月１日住所移転 

 平成29年４月１日住居表示実施 

住所 Ｂ市Ｂ町一丁目１番１号 

３ 所有権移転 令和２年５月１日 

第5000号 

原因 令和２年５月１日売買 

所有者 Ｂ 

 

権 利 部（ 乙 区 ）（ 所 有 権 以 外 の 権 利 に 関 す る 事 項 ） 

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他の事項 

１ 根抵当権設定 平成26年６月１日 

第6000号 

原因 平成26年６月１日設定 

極度額 金1,000万円 

根抵当権者 Ｘ 

付記１号 １番根抵当権変

更 

平成31年２月１日 

第2000号 

原因 平成31年２月１日変更 

極度額 金1,500万円 

付記２号 １番根抵当権一

部移転 

令和１年８月１日 

第8000号 

原因 令和１年８月１日一部譲渡 

根抵当権者 Ｙ，Ｚ 

２ 賃借権設定 令和１年７月１日 

第7000号 

原因 令和１年７月１日設定 

賃借権者 Ｃ 

付記１号 

 

２番賃借権移転 令和１年10月１日 

第10000号 

原因 令和１年10月１日売買 

賃借権者 Ｂ 

３ ２番賃借権抹消 令和２年５月１日 

第5001号 

原因 令和２年５月１日混同 

 

１ 金57万6,000円    ２ 金58万1,000円    ３ 金58万2,000円 

４ 金68万1,000円    ５ 金68万2,000円  

             登録免許税 第５問 
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第５問 登録免許税 

正解 ２ 

 

（2020合格力2－18） 

① 甲区２番の所有権の移転の登記 金20万円 

贈与を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するときは，不動産の価額を課税価額として，これ

に1000分の20の税率を乗じた額の登録免許税を納付することを要する（登税別表第1.1⑵ハ）。そのため，

甲区２番の所有権の移転の登記においては，甲土地の価額金1,000万円に1000分の20の税率を乗じた金20

万円を登録免許税として納付することを要した。 

② 甲区２番付記１号の所有権の登記名義人の住所の変更の登記 金０円 

登記名義人の住所が数回にわたって移転している場合や，住所を移転した後に住居表示の実施がされ

た場合のように，登記名義人の住所の変更が複数回にわたって生じているときは，直ちに現在の住所と

する登記名義人の住所の変更の登記を申請することができる（先例昭32.3.22－423）。そして，登記名義

人の住所について移転が生じた後，移転後の住所について住居表示の実施がされたことから，登記名義

人の住所の変更の登記を一の申請情報により申請するときは，最終の登記原因が「住居表示実施」とな

るので，登録免許税は非課税となる（先例昭40.10.11－2915，昭42.12.14－3447）。甲区２番付記１号の

所有権の登記名義人の住所の変更の登記は，「平成28年２月１日住所移転，平成29年４月１日住居表示実

施」を登記原因としてされたものであり，登録免許税は非課税であった（登税§５④）。 

③ 甲区３番の所有権の移転の登記 金10万円 

賃借権等の用益権（地役権を除く）の登記名義人が，用益権の目的である不動産を取得したことに伴

い所有権の移転の登記を申請するときの税率は，本来の税率に100分の50を乗じて計算した割合となる

（登税§17Ⅳ）。本問の甲土地の甲区３番では，乙区２番付記１号で賃借権の売買による移転の登記を受

けているＢを登記名義人とする所有権の移転の登記がされているので，売買による所有権の移転の登記

の本来の税率1000分の20（登税別表第1.1⑵ハ）に100分の50を乗じた1000分の10が当該所有権の移転の

登記の税率となり，甲土地の価額金1,000万円に1000分の10の税率を乗じた金10万円を登録免許税として

納付することを要した。 

④ 乙区１番の根抵当権の設定の登記 金４万円 

根抵当権の設定の登記を申請するときは，極度額を課税価額として，これに1000分の４の税率を乗じ

た額の登録免許税を納付することを要する（登税別表第1.1⑸）。そのため，乙区１番の根抵当権の設定

の登記においては，極度額金1,000万円が課税価額となり，これに1000分の４の税率を乗じた金４万円を

登録免許税として納付することを要した。 

⑤ 乙区１番付記１号の根抵当権の極度額の変更の登記 金２万円 

根抵当権の極度額の増額変更の登記を申請するときは，増額部分について新たな設定の登記とみなさ

れるので（登税§12Ⅰ），増加した極度額を課税価額とし，これに1000分の４の税率を乗じた額の登録免

許税を納付することを要する（登税別表第1.1.⑸）。そのため，乙区１番付記１号の根抵当権の変更の登

記においては，増加した極度額金500万円を課税価額として，これに1000分の４の税率を乗じた金２万円

を登録免許税として納付することを要した。 

⑥ 乙区１番付記２号の根抵当権の一部の移転の登記 金２万円 

元本の確定前の根抵当権について，一部譲渡を登記原因とする根抵当権の一部の移転の登記を申請す

るときは，極度額を一部譲渡後の共有者の数で除した額を課税価額として，これに1000分の２の税率を

正答率 36.8 ％ （ １： 15.4 ％ ２： 37.8 ％ ３： 19.9 ％ ４： 16.9 ％ ５： 8.5 ％ ）
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乗じた額の登録免許税を納付することを要する（登税別表第1.1⑺）。ただし，一部譲渡を受けた者が複

数人存する場合は，極度額を一部譲渡後の共有者の数で除した額に譲受人の数を乗じた額が課税価額と

なる（質疑登研533Ｐ157）。そのため，乙区１番付記２号の根抵当権の一部の移転の登記においては，極

度額金1,500万円を一部譲渡後の共有者の数３で除した額金500万円に，譲受人の数２を乗じた金1,000万

円が課税価額となり，これに1000分の２の税率を乗じた金２万円を登録免許税として納付することを要

した。 

⑦ 乙区２番の賃借権の設定の登記 金10万円 

賃借権の設定の登記を申請するときは，不動産の価額を課税価額として，これに1000分の10の税率を

乗じた額の登録免許税を納付することを要する（登税別表第1.1.⑶イ）。そのため，乙区２番の賃借権の

設定の登記においては，甲土地の価額金1,000万円に1000分の10の税率を乗じた金10万円を登録免許税と

して納付することを要した。 

⑧ 乙区２番付記１号の賃借権の移転の登記 金10万円 

売買を登記原因とする賃借権の移転の登記は，不動産の価額を課税価額として，これに1000分の10の

税率を乗じた額の登録免許税を納付することを要する（登税別表第1.1⑶ニ）。そのため，乙区２番付記

１号の賃借権の売買による移転の登記においては，甲土地の価額金1,000万円に1000分の10の税率を乗じ

た金10万円を登録免許税として納付することを要した。 

⑨ 乙区３番の賃借権の登記の抹消 金1,000円 

同一物について所有権および他の物権が同一人に帰属したときは，当該他の物権は混同により消滅す

る（民§179Ⅰ）。そして，混同を登記原因として登記の抹消を申請するときは，不動産１個につき金1,000

円の登録免許税を納付することを要する（登税別表第1.1⒂）。そのため，混同により消滅した乙区３番

の賃借権の登記の抹消においては，金1,000円を登録免許税として納付することを要した。 

→ 以上により，登録免許税を合算した額は金58万1,000円となる。 


